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総務課 

庁有車の交通事故に係る損害賠償について 

１ 事故の概要 

（１）日   時  平成３１年１月１５日（火） 午後３時５分頃

（２）場   所  港区港南三丁目１番先

（３）内   容  

区の庁有車（５人乗車）が、都道日本橋芝浦大森線（海岸通り）道路上において、

中央の車線から左側の車線に急な進路変更をしたことにより、当該左側の車線におい

て「港南三丁目」の停留所を発進し、走行していた相手方の大型乗合自動車（都営バ

ス）と衝突しました。

（４）車両の主な損傷状況

   区の車両は、車体後側（リアバンパーフェイス、テールゲート、リアアウトサイド

パネル、リアウィンドウガラス 等）損傷

相手方車両は、車体前側（フロントパネル、フロントコーナーバンパー右、フロン

トガラスウェザーストリップ、ヘッドライトベゼル 等）損傷

（５）責任の割合  港区：９０％  相手方：１０％ 

２ 専決処分日 

  令和元年６月６日 

３ 損害賠償額 

 ３４５，４７６円 
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相手方：都営バスの主な損傷状況

区：庁有車の主な損傷状況
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